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第6章 介護保険事業に関すること 

I 介護保険制度の仕組み 

介護を社会全体で⽀える新たな仕組みとして、2000年度に介護保険制度が創設
されました。 

介護保険制度は、被保険者が介護保険料を納め、介護が必要なときに認定を受
け、サービスを利⽤する仕組みになっています。 

40歳以上の⼈は、介護保険の被保険者
となります。40歳以上で認定を受けた⼈
は、所得に応じてサービス費⽤の1割（65
歳以上で⼀定以上の所得の⼈は2割⼜は3
割）を負担することでサービスを利⽤する
ことができます（以下「利⽤者」という）。
なお、40〜64歳の⼈は特定疾病（初⽼期
における認知症、脳⾎管疾患、がん（末期）
など16疾病）の場合が対象です。 

⾃⼰負担以外のサービス費⽤は、保険者
である市がサービス事業者へ⽀払います。
その財源は、23％が65歳以上の第1号被保
険者の介護保険料、27％が40〜64歳の第
2号被保険者の介護保険料、50％が国・
県・市の負担となっています。 

図表6 - 2 介護保険制度の仕組み 
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図表6 - 1 保険給付の財源構成 
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II 介護保険事業計画策定の視点 

介護保険事業計画においては、次の3つの視点を踏まえて策定しています。 
 
 

 
 

ひとり暮らし⾼齢者や中・重度の要介護者等の増加が⾒込まれる中、介護を必
要とする⾼齢者ができる限り住み慣れた地域で⽣活を継続できるように、「看護⼩
規模多機能型居宅介護」、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」等のサービスに
ついて、事業者参⼊を促し、実施に向けた検討を⾏います。また、参⼊を希望す
る事業者には、相談や⽀援を実施します。 

 
 
 
 

介護保険施設については、愛知県地域保健医療計画との整合性を図りながら、
⼊所者の状態像、待機者、有料⽼⼈ホームの動向等を加味して必要整備量を⾒込
みます。認知症⾼齢者グループホームについては、⾝近な地域での住まいを提供
していくために、未整備中学校区への優先的な整備を図ります。 

 
 
 
 

介護保険制度の持続可能性の確保を図るために、効果的・効率的な介護給付を
推進していく必要があります。これに向けて、ケアマネジメントの質の向上を⽬
的にケアマネジャーを対象とした研修等を実施します。また、給付適正化計画を
本計画に併せて位置付け、主要3事業（要介護認定の適正化、ケアプラン等の点検、
医療情報等との突合・縦覧点検）や介護サービス事業所に対する集団指導、運営
指導を実施します。 

 

 

視点１︓地域密着型サービスの拡充に向けた取組の推進 

視点３︓給付適正化の推進による制度の持続可能性の確保 

視点２︓ニーズに応じた施設整備の推進 
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III 介護保険サービス 

１ 居宅サービス 

（１）サービスの⽬的と内容 

居宅サービスは、在宅での介護を中⼼としたサービスです。⾃宅等で⾷事の介
護等⽣活全般にわたる援助やリハビリを受けるサービス、⽇帰りで施設を利⽤す
るサービス、短期間施設に⼊所して介護を受けるサービス、福祉⽤具のレンタル
等のサービスの中から、必要なサービスを組み合わせて利⽤できます。 

 
サービス種類 サービス⽬的・内容 

訪問介護（ホームヘ
ルプサービス） 

要介護状態となっても、利⽤者が可能な限り⾃宅等において、⾃⽴した⽇常⽣活を
営むことができるようにすることを⽬的としています。ホームヘルパー等が家庭を訪問
し、⾝体の介護（⼊浴・排せつ・⾷事等）や⽣活の援助（調理・洗濯・掃除等）
を⾏うサービスです。 

訪問⼊浴介護※ 要⽀援・要介護状態となった利⽤者の⾝体の清潔の保持・⼼⾝機能の維持等を
図ることを⽬的としています。寝たきり等で、⾃宅の浴槽では⼊浴が困難な場合に、
看護師・ヘルパー等が移動⼊浴⾞等で家庭を訪問し、⼊浴の介護を⾏うサービスで
す。 

訪問看護※ 要⽀援・要介護状態となった利⽤者の⼼⾝の機能の維持回復を⽬的としていま
す。通院等が困難な利⽤者に対して、主治医の指⽰のもと、看護師等が家庭を訪
問し、療養上の世話や必要な診療の補助を⾏うサービスです。 

訪問リハビリテーション
※ 

要⽀援・要介護状態となった利⽤者の⼼⾝の機能の維持回復を図り、⽇常⽣活の
⾃⽴を助けることを⽬的としています。理学療法⼠、作業療法⼠、⾔語聴覚⼠等
が、介護⽼⼈保健施設や病院・診療所に通うことが困難な利⽤者の⾃宅等に訪
問し、必要なリハビリテーションを⾏うサービスです。 

居宅療養管理指導※ 要⽀援・要介護状態となった利⽤者の療養⽣活の質の向上を図ることを⽬的として
います。医師、⻭科医師、薬剤師、看護職員等が家庭を訪問し、療養上の管理・
指導を⾏うサービスです。 

通所介護（デイサービ
ス） 

要介護状態となった利⽤者の社会的孤⽴感の解消及び⼼⾝の機能の維持、並び
に利⽤者の家族の⾝体的・精神的負担の軽減を図ることを⽬的としています。デイ
サービスセンターに通い、⼊浴・排せつ・⾷事等の介護や機能訓練等を受けるサービ
スです。 

通所リハビリテーション
※ 

要⽀援・要介護状態となった利⽤者の⼼⾝の機能の維持回復を図ることを⽬的と
しています。介護⽼⼈保健施設や病院・診療所に通い、理学療法⼠、作業療法
⼠、⾔語聴覚⼠等によるリハビリテーション等を受けるサービスです。 

短期⼊所⽣活介護
（ショートステイ）※ 

要⽀援・要介護状態となった利⽤者の⼼⾝の機能の維持及び家族の⾝体的・精
神的負担の軽減を図ることを⽬的としています。特別養護⽼⼈ホーム等に短期間
⼊所し、⼊浴・排せつ・⾷事等の介護や機能訓練等を受けるサービスです。 
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サービス種類 サービス⽬的・内容 

短期⼊所療養介護 

（ショートステイ）※ 

要⽀援・要介護状態となった利⽤者の療養⽣活の質の向上及び家族の⾝体的・
精神的負担の軽減を図ることを⽬的としています。介護⽼⼈保健施設や介護医療
院等に短期間⼊所し、看護や医学的管理下における介護・機能訓練等を受ける
サービスです。 

福祉⽤具貸与※ 要⽀援・要介護状態となった利⽤者の⽇常⽣活上の便宜を図り機能訓練に役⽴
てること、及び介護する⼈の負担軽減を⽬的としています。⼼⾝機能の状態に応じ
て、⽇常⽣活を助けるためのものとして定められた福祉⽤具（⾞いす、特殊寝台
等）の貸与を受けるサービスです。 

特定福祉⽤具販売※ 要⽀援・要介護状態となった利⽤者の⽇常⽣活上の便宜を図ること及び介護する
⼈の負担軽減を⽬的としています。同⼀年度10万円を限度に、⼊浴⼜は排せつの
ための⽤具として定められた特定福祉⽤具（⼊浴⽤いす、腰掛便座等）を購⼊で
きるサービスです。 

住宅改修※ 要⽀援・要介護状態となった利⽤者の⽇常⽣活での⾃⽴を助け、介護しやすい住
宅環境を整えること及び介護予防を⽬的としています。⼿すりの取り付けや床段差
の解消等の住宅改修が、20万円を限度に⾏えるサービスです。 

特定施設⼊居者⽣
活介護※ 

要⽀援・要介護状態となった利⽤者が、有料⽼⼈ホーム等に⼊居し、⼼⾝の状態
に応じ⾃⽴した⽇常⽣活を営むことができるようにすることを⽬的としています。⼊浴・
排せつ・⾷事等の介護や機能訓練等を受けるサービスです。 

介護予防⽀援・居宅
介護⽀援※ 

要⽀援・要介護状態となった利⽤者が、介護保険サービスを適切で有効に利⽤で
きるようにすることを⽬的としています。ケアマネジャー等が要⽀援・要介護者の状態
を把握し、その⼈に適した介護保険サービスの利⽤の計画を⽴て、介護保険サービ
ス事業者との調整を⾏うサービスです。 

※ このサービスは介護予防を含みます。 

 

（２）第8期計画の利⽤状況 

2023年度（⾒込み）と2021年度を⽐べると、訪問介護や訪問看護（介護予防
を含む）、居宅療養管理指導などの訪問系サービスや特定施設⼊居者⽣活介護は⼤
幅に増加しています。⼀⽅、通所介護、短期⼊所⽣活介護など、利⽤があまり伸
びていないサービスも⾒られます。 

 

（３）第9期計画の利⽤⾒込みとサービス確保のための対応⽅針 

認定者数の増加を背景に、第9期計画期間では2023年度と⽐べて、利⽤者数は、
訪問介護で13.0％、通所介護で11.3％増加するなど、総じて増加する⾒込みです。 

在宅で介護する家族の⼼⾝の負担感軽減を図るため、ショートステイの利⽤を
⽀援していきます。  
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図表6 - 3 居宅サービスの実績と⾒込み 単位︓⼈/⽉、回/⽉、⽇/⽉ 
 ⼩数点未満切り上げ 

【介護予防サービス】 

サービス種類 

第８期実績 第９期⾒込み 

2021 2022 2023 
⾒込み 2024 2025 2026 

介護予防訪問⼊浴介護 
回 30 35 39 54 58 58 

⼈ 7 9 10 15 16 16 

介護予防訪問看護 
回 1,236 1,336 1,493 1,603 1,657 1,706 

⼈ 230 259 278 298 308 317 

介護予防 

訪問リハビリテーション 

回 373 457 379 369 380 391 

⼈ 39 47 36 35 36 37 

介護予防 

居宅療養管理指導 
⼈ 168 164 144 162 168 173 

介護予防 

通所リハビリテーション 
⼈ 370 355 336 360 373 385 

介護予防 

短期⼊所⽣活介護 

⽇ 285 258 235 251 262 270 

⼈ 52 43 45 51 53 55 

介護予防 

短期⼊所療養介護 

⽇ 26 39 50 41 41 41 

⼈ 6 7 7 6 6 6 

介護予防福祉⽤具貸与 ⼈ 1,962 2,072 2,123 2,304 2,384 2,459 

特定介護予防 

福祉⽤具販売 
⼈ 42 44 48 51 53 55 

介護予防住宅改修 ⼈ 36 42 46 60 62 63 

介護予防 

特定施設⼊居者⽣活介護 
⼈ 49 38 30 46 51 51 

介護予防⽀援 ⼈ 2,274 2,414 2,463 2,670 2,763 2,849 

 
 
 

  



第６章 介護保険事業に関すること 

91 

図表6 - 3 居宅サービスの実績と⾒込み 単位︓⼈/⽉、回/⽉、⽇/⽉ 
 ⼩数点未満切り上げ 

【介護予防サービス】 

サービス種類 

第８期実績 第９期⾒込み 

2021 2022 2023 
⾒込み 2024 2025 2026 

介護予防訪問⼊浴介護 
回 30 35 39 54 58 58 

⼈ 7 9 10 15 16 16 

介護予防訪問看護 
回 1,236 1,336 1,493 1,603 1,657 1,706 

⼈ 230 259 278 298 308 317 

介護予防 

訪問リハビリテーション 

回 373 457 379 369 380 391 

⼈ 39 47 36 35 36 37 

介護予防 

居宅療養管理指導 
⼈ 168 164 144 162 168 173 

介護予防 

通所リハビリテーション 
⼈ 370 355 336 360 373 385 

介護予防 

短期⼊所⽣活介護 

⽇ 285 258 235 251 262 270 

⼈ 52 43 45 51 53 55 

介護予防 

短期⼊所療養介護 

⽇ 26 39 50 41 41 41 

⼈ 6 7 7 6 6 6 

介護予防福祉⽤具貸与 ⼈ 1,962 2,072 2,123 2,304 2,384 2,459 

特定介護予防 

福祉⽤具販売 
⼈ 42 44 48 51 53 55 

介護予防住宅改修 ⼈ 36 42 46 60 62 63 

介護予防 

特定施設⼊居者⽣活介護 
⼈ 49 38 30 46 51 51 

介護予防⽀援 ⼈ 2,274 2,414 2,463 2,670 2,763 2,849 

 
 
 

  



Ⅲ 介護保険サービス 

92 

 
【介護サービス】 

サービス種類 

第８期実績 第９期⾒込み 

2021 2022 2023 
⾒込み 2024 2025 2026 
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⼈ 219 217 227 245 258 274 

訪問看護 
回 9,796 10,380 10,417 11,337 11,928 12,583 
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短期⼊所⽣活介護 
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短期⼊所療養介護 
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住宅改修 ⼈ 55 55 63 84 88 92 
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居宅介護⽀援 ⼈ 6,157 6,409 6,583 6,897 7,233 7,576 
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２ 地域密着型サービス 

（１）サービスの⽬的と内容 

地域密着型サービスは、可能な限り住み慣れた地域で⽣活を続けることを⽬的
に創設されたサービスです。原則として豊⽥市内の地域密着型サービスは、豊⽥
市に住所がある⽅のみ利⽤できます。 

 
サービス種類 サービス⽬的・内容 

定期巡回・随時対応
型訪問介護看護 

重度者を始めとした要介護状態にある利⽤者の在宅⽣活の⽀援を⽬的としていま
す。⽇中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、定期巡回
型訪問と随時の対応を⾏うサービスです。 

夜間対応型訪問介
護 

要介護状態の利⽤者が、夜間においても、その⾃宅等で安⼼して⽣活できることを
⽬的としています。夜間の定期的な巡回や通報により、ヘルパー等が利⽤者の⾃宅
等を訪問し、排せつの介護、⽇常⽣活上の緊急時の対応（転倒への対応等）を
受けるサービスです。 

地域密着型通所介
護 

定員18⼈以下の⽇常⽣活圏域に密着した通所介護で、デイサービスセンターに通
い、⼊浴・排せつ・⾷事等の介護や機能訓練等を受けるサービスです。 

認知症対応型通所
介護※ 

要⽀援・要介護状態で認知症のある利⽤者の、社会的孤⽴感の解消及び⼼⾝の
機能の維持、並びに家族の⾝体的・精神的軽減を図ることを⽬的としています。認
知症の⼈を対象としており、デイサービスセンターに通い、⼊浴・排せつ・⾷事等の介
護や機能訓練等を受けるサービスです。 

⼩規模多機能型居
宅介護※ 

要⽀援・要介護状態となった利⽤者が、慣れ親しんだ職員によるケアにより、安⼼し
て介護保険サービスを利⽤できることを⽬的としています。通い（⽇中ケア）を中⼼
に、利⽤者の状態や希望に応じて訪問介護（訪問ケア）や宿泊サービス（夜間ケ
ア）等を組み合わせて1つの事業所によるサービスを受けるものです。その事業所や
⾃宅等において、⼊浴・排せつ・⾷事等の介護や機能訓練等を受けるサービスで
す。 

認知症対応型共同
⽣活介護（認知症
⾼齢者グループホー
ム）※ 

認知症のある利⽤者が家庭的な雰囲気の中で⾃⽴した⽇常⽣活を営むことができ
るようにすることを⽬的としています。5〜9⼈で共同⽣活をし、⼊浴・排せつ・⾷事等
の介護や機能訓練等を受けるサービスです。 

地域密着型特定施
設⼊居者⽣活介護 

要介護者が定員29⼈以下の有料⽼⼈ホーム等に⼊居し、⼼⾝の状態に応じ⾃
⽴した⽇常⽣活を営むことを⽬的としています。⼊浴・排せつ・⾷事等の介護や機能
訓練等を受けるサービスです。 

地域密着型介護⽼
⼈福祉施設⼊所者
⽣活介護（特別養
護⽼⼈ホーム） 

⽇常⽣活で常に介護が必要で、在宅での介護が困難な要介護者が、⾃⽴した⽇
常⽣活を営むことを⽬的としています。定員29⼈以下の特別養護⽼⼈ホームに⼊
所し、⼊浴・排せつ・⾷事等の介護や機能訓練等を受けるサービスです。 

看護⼩規模多機能
型居宅介護 

要介護状態の利⽤者が、ニーズに応じて柔軟に⼩規模多機能型サービス等の提供
を受けられること等を⽬的としています。⼩規模多機能型居宅介護と訪問看護を組
み合わせて受けられるサービスです。 

※ このサービスは介護予防を含みます。  
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（２）第8期計画の利⽤状況 

2023年度（⾒込み）と2021年度を⽐べると、地域密着型通所介護が増加して
いますが、その他のサービスに⼤きな変化は⾒られません。 

地域密着型サービスは、事業者の参⼊意欲等により、事業者数が少ないサービ
スや、提供できていないサービス種類があります。 

 

（３）第9計画の利⽤⾒込みとサービス確保のための対応⽅針 

認定者数の増加を背景に、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護などで
利⽤者数の増加を⾒込んでいます。また、第9期計画中に整備を予定している認知
症対応型共同⽣活介護の円滑な運営を図るとともに、看護⼩規模多機能型居宅介
護や定期巡回・随時対応型訪問介護看護等のサービスへ参⼊を希望する事業者に
対して相談⽀援等を実施します。 

※施設整備の⽅針等は、「Ⅳ 施設整備計画」を参照 

 
図表6 - 4 地域密着型サービスの実績と⾒込み 単位︓⼈/⽉、回/⽉ 
 ⼩数点未満切り上げ 

【介護予防サービス】 

サービス種類 

第８期実績 第９期⾒込み 

2021 2022 2023 
⾒込み 2024 2025 2026 

介護予防 

認知症対応型通所介護 

回 1 5 0 0 0 0 

⼈ 1 1 0 0 0 0 

介護予防 

⼩規模多機能型居宅介護 
⼈ 6 6 4 5 6 6 

介護予防認知症対応型 

共同⽣活介護(認知症⾼
齢者グループホーム) 

⼈ 5 5 5 6 8 8 
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【介護サービス】 

サービス種類 

第８期実績 第９期⾒込み 

2021 2022 2023 
⾒込み 2024 2025 2026 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 
⼈ 25 27 24 22 22 25 

夜間対応型訪問介護 ⼈ 0 0 0 0 0 0 

地域密着型通所介護 
回 10,242 10,456 11,387 11,882 12,448 13,015 

⼈ 1,079 1,137 1,239 1,319 1,381 1,443 

認知症対応型通所介護 
回 2,107 1,925 1,881 1,997 2,103 2,218 

⼈ 194 183 174 172 181 191 

⼩規模多機能型居宅介護 ⼈ 28 28 33 32 35 36 

認知症対応型共同⽣活介護
(認知症⾼齢者グループホーム) 

⼈ 499 502 494 594 655 655 

地域密着型 

特定施設⼊居者⽣活介護 
⼈ 0 0 0 0 0 0 

地域密着型介護⽼⼈福祉施
設⼊所者⽣活介護 
(特別養護⽼⼈ホーム) 

⼈ 340 344 347 348 348 348 

看護⼩規模多機能型居宅介
護 

⼈ 0 2 0 0 0 0 
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３ 施設サービス 

（１）サービスの⽬的と内容 

施設サービスは介護⽼⼈福祉施設、介護⽼⼈保健施設、介護医療院及び介護療
養型医療施設に⼊所している要介護者に対して、これらの施設が提供するサービ
スです。 

 
サービス名 サービス⽬的・内容 

介護⽼⼈福祉施設 

(特別養護⽼⼈ホーム） 

⽇常⽣活で常に介護が必要で、在宅での介護が困難な要介護者が、⾃⽴した⽇
常⽣活を営むことを⽬的としています。特別養護⽼⼈ホームに⼊所し、⼊浴・排せ
つ・⾷事等の介護や機能訓練等を受けるサービスです。 

介護⽼⼈保健施設 病状が安定期にある要介護者が、看護や医学的管理下で必要な介護サービスを
受けることで在宅⽣活への復帰を⽬指すことを⽬的としています。介護⽼⼈保健
施設へ⼊所し、看護や医学的管理下での介護・機能訓練等を受けるサービスで
す。 

介護医療院 急性期の治療が終わり、病状が安定期にあるものの家庭での⽣活に⽀障がある要
介護者が、⻑期療養のための医療と⽇常⽣活上の世話（介護）を⼀体的に受
けるサービスです。 

介護療養型医療施設 

(〜2024.3.31) 
急性期の治療が終わり、病状が安定期にあるものの家庭での⽣活に⽀障がある要
介護者が、常時医学的管理下で⻑期に療養することを⽬的としています。療養上
の管理・看護、医学的管理下での介護・機能訓練等及びその他必要な医療等を
受けるサービスです。 

 

（２）第8期計画の利⽤状況 

2023年度末に介護療養型医療施設が廃⽌となることから、介護療養型医療施設
の利⽤者数が減少しています。その他の施設サービスの利⽤者数はほぼ横ばいで
推移しています。 

 

（３）第9期計画の利⽤⾒込みとサービス確保のための対応⽅針 

介護⽼⼈福祉施設は、第8期計画中に整備決定された施設の整備の完了を2025
年度に予定しており、その後利⽤者数の増加を⾒込みます。その他の施設サービ
スは、稼働状況等から判断すると現時点で充⾜しており、新たな整備は予定して
いません。 

施設サービスは、その施設整備量が介護保険料に⼤きな影響を与えるため、市
⺠の意向や施設待機者の状況、事業者の参⼊意欲等を踏まえて、適切な整備量を
決定する必要があります。 

※施設整備の⽅針等は、「Ⅳ 施設整備計画」を参照  
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図表6 - 5 施設サービスの実績と⾒込み 単位︓⼈/⽉⼩数点未満切り上げ 

【介護サービス】 

サービス種類 
第８期実績 第９期⾒込み 

2021 2022 2023 
⾒込み 2024 2025 2026 

介護⽼⼈福祉施設 1,137 1,146 1,099 1,101 1,191 1,191 

介護⽼⼈保健施設 755 761 730 691 691 691 

介護医療院 67 62 64 63 63 63 

介護療養型医療施設※ 4  2  2     

  ※ 介護療養型医療施設は本市にありませんが、本市の被保険者が、市外の介護療養型医療施設を利⽤して
いる場合があります。 
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  ※ 介護療養型医療施設は本市にありませんが、本市の被保険者が、市外の介護療養型医療施設を利⽤して
いる場合があります。 

  



Ⅲ 介護保険サービス 

98 

４ 豊⽥市の介護保険サービスの利⽤状況 
 

本市の認定率について全国と⽐較すると、軽度認定率、重度認定率ともにやや
低くなっています。 

また、介護保険サービスの利⽤状況を第1号被保険者の1⼈当たり給付⽉額を基
に愛知県及び全国と⽐較すると、在宅サービス、居住系サービスでやや低くなっ
ています。 

なお、個別のサービスでは、訪問介護、訪問看護、通所リハビリテーション、
特定施設⼊居者⽣活介護などで低く、地域密着型介護⽼⼈福祉施設、認知症対応
型共同⽣活介護、短期⼊所⽣活介護などで⾼くなっています。 

 
図表6 - 6 認定率（年齢等調整済み） 単位︓％ 

区 分 豊⽥市 愛知県 全国 

軽度認定率※1 12.0  12.1  12.5  

重度認定率※2 5.9  6.1  6.5  

合 計 17.9  18.2  19.0  

出典）厚⽣労働省︓地域包括ケア「⾒える化」システム（2022年値） 
※1 軽度認定率は、要⽀援１〜要介護２の認定者の⼈数を第１号被保険者の⼈数で除した値 
※2 重度認定率は、要介護３以上の認定者の⼈数を第１号被保険者の⼈数で除した値 

 

図表6 - 7 第１号被保険者１⼈当たり給付⽉額（年齢等調整済み） 単位︓円 

区 分 豊⽥市 愛知県 全国 

在宅サービス 9,125  10,794  10,756  

居住系サービス 1,939  2,301  2,609  

施設サービス 7,033  6,772  7,318  

合 計 18,097  19,867  20,683  

出典）厚⽣労働省︓地域包括ケア「⾒える化」システム（2021年値） 
※ 居住系サービスは、認知症対応型共同⽣活介護、特定施設⼊居者⽣活介護、地域密着型特定施設⼊居者

⽣活介護。施設サービスは、介護⽼⼈福祉施設、介護⽼⼈保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、
地域密着型介護⽼⼈福祉施設 
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図表6 - 8 第1号被保険者1⼈当たり給付⽉額（主な個別サービス、年齢等調整済み） 単位︓円 

サービス種類 豊⽥市 愛知県 全国 

訪問介護 1,469 1,985 1,767 

訪問看護 444 639 568 

通所介護 2,435 2,607 2,544 

通所リハビリテーション 617 985 949 

短期⼊所⽣活介護 871 804 861 

福祉⽤具貸与 669 692 694 

地域密着型通所介護 833 762 808 

認知症対応型共同⽣活介護 1,416 1,253 1,408 

特定施設⼊居者⽣活介護 524 1,005 1,162 

地域密着型介護⽼⼈福祉施設 1,116 531 447 

介護⽼⼈福祉施設 3,258 3,319 3,797 

介護⽼⼈保健施設 2,405 2,598 2,636 

出典）厚⽣労働省︓地域包括ケア「⾒える化」システム（2021年値） 
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５ 特別給付 

特別給付は、介護保険制度の中で市町村が実情に合わせて独⾃にサービスを定
めることができるものです。財源は全て65歳以上の第1号被保険者の介護保険料
です。 

今後は、これまでの事業評価を⾏い事業の⾒直しを検討します。 
 

（１）サービスの⽬的と内容 
 

サービス種類 サービス⽬的・内容 

おむつ購⼊費 在宅で介護を受ける⾼齢者に対しておむつを⽀給し、⽇常⽣活向上のための便
宜を図ることを⽬的として、おむつ購⼊費の⽀給を特別給付として実施しています。 
○対象者︓在宅で⽣活している要介護1以上の認定を受けた⼈で、おむつが必

要な⼈ 

○利⽤額︓利⽤額の限度は⽉額3,000円 

（利⽤額の9割を保険給付として⽀給） 

 

（２）利⽤状況と利⽤⾒込み 

要介護1以上の認定者の約37％が利⽤しています。要介護認定者数の増加に伴
い、利⽤者数の増加を⾒込んでいます。 

 
図表6 - 9 特別給付の実績と⾒込み 単位︓⼈/⽉ 

区  分 

第８期実績 第９期⾒込み 

2021 2022 2023 
⾒込み 2024 2025 2026 

平均実利⽤⼈数 3,936  4,142  4,294  4,466  4,645  4,831  
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６ 地域⽀援事業 

（１）事業の⽬的と内容 

地域⽀援事業は、要⽀援・要介護状態になることを予防するとともに、社会に
参加しつつ、地域において⾃⽴した⽇常⽣活を営むことができるよう⽀援するこ
とを⽬的とします。また、地域における包括的な相談及び⽀援体制、多様な主体
の参画による⽇常⽣活の⽀援体制、在宅医療と介護の連携体制及び認知症⾼齢者
への⽀援体制の構築等を⼀体的に推進するものです。 

地域⽀援事業は、「介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業」、「包括的⽀援事業（地域
包括⽀援センターの運営、社会保障充実分）」、「任意事業」の3つから構成されま
す。 

 
図表6 - 10 地域⽀援事業の構成 
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（２）利⽤状況と利⽤⾒込み 

介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業の介護予防・⽣活⽀援サービス事業について、
後期⾼齢者数や要⽀援認定者等の増加に伴い、訪問型サービス、通所型サービス
ともに利⽤者数の増加を⾒込んでいます。 
 
図表6 - 11 介護予防・⽣活⽀援サービス事業の実績と⾒込み 単位︓⼈/⽉ 

区  分 

第８期実績 第９期⾒込み 

2021 2022 2023 
⾒込み 2024 2025 2026 

介護予防訪問サービス 480  510  530  552  574  597  

⽣活⽀援訪問サービス 96  84  87  91  94  98  

介護予防通所サービス 1,728  1,783  1,854  1,928  2,006  2,086  

⽣活⽀援通所サービス 399  410  426  443  461  480  

 

（３）事業費の考え⽅ 

地域⽀援事業の費⽤額は、介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業、包括的⽀援事業
（地域包括⽀援センター運営費）・任意事業、包括的⽀援事業（社会保障充実分）
に分けて、政令により上限額等が定められています。地域⽀援事業費⽤に関する
基本的な考え⽅は次のとおりです。 

なお、地域⽀援事業の財源のうち、介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業について
は、23％が65歳以上の第1号被保険者の介護保険料、27％が40〜64歳の第2号被
保険者の介護保険料、50％が国・県・市の公費で負担しています。包括的⽀援事
業（地域包括⽀援センター運営費）・任意事業については、第1号被保険者の介護
保険料で23％、国・県・市の公費で77％を負担しています。 
 
図表6 - 12 上限額等の考え⽅ 

区  分 考え⽅ 

介護予防・⽇常⽣活⽀援
総合事業 

2016年度の｛予防給付（介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護
予防⽀援）＋ 介護予防事業｝× 75歳以上⼈⼝の伸び率 

包括的⽀援事業（地域
包 括 ⽀ 援 セ ン タ ー 運 営
費）・任意事業 

2014年度の上限額（介護給付費⾒込額の2%） × 65歳以上⼈⼝の
伸び率 

包括的⽀援事業（社会
保障充実分） 

在宅医療・介護連携推進事業、⽣活⽀援体制整備事業、認知症総合⽀援
事業、地域ケア会議推進事業の4つの事業別に上限額が設定されている。な
お、４事業の合計額の範囲内で4つの事業の実施が可能 
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図表6 - 13 地域⽀援事業の財源構成 

           ＜総合事業＞                   ＜包括的⽀援事業・任意事業＞ 
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IV 施設整備計画 

１ 基本⽅針 

介護保険事業計画は1期を3年としていますが、施設の整備には約2年の期間を
要します。そのため、開設年度に空⽩が⽣じないよう2029年度までの6年間の整
備計画を策定し、第9期計画の終了年度に当たる2026年度に⾒直しを⾏います。 

 

（⽅針1）中⻑期的な視点による整備 
今後の⾼齢者⼈⼝の推移を⾒据え、施設ごとの特徴を踏まえた整備を⾏います。 

 
（⽅針2）認知症⾼齢者グループホームの整備 

住み慣れた地域で安⼼して⽣活を継続できるよう、認知症⾼齢者グループホー
ムの地域への分散化を進めており、未整備中学校区に優先的に整備を⾏います。 

 
２ 施設整備⽬標 

サービス種類ごとの特徴から利⽤者像を設定し、特別養護⽼⼈ホーム等への⼊
所申込者の状況を踏まえ、それぞれのニーズを整理して整備を⾏います。 
図表6 - 14 年度別施設整備⽬標 単位︓⼈ 

サービス種類 
第8期 
までの 
累計 

第9期 第9期 
までの 
累計 

第10期 第10期 
までの 
累計 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

介護⽼⼈福祉施設 
(特別養護⽼⼈ホーム) 

1,449 0 (90) 0 1,539 0 0 0 1,539 

 広域型 1,101 0 (90) 0 1,191 0 0 0 1,191 

 地域密着型 348 0 0 0 348 0 0 0 348 

介護⽼⼈保健施設 691 0 0 0 691 0 0 0 691 

介護医療院 63 0 0 0 63 0 0 0 63 

認知症⾼齢者 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

555 (45) 63 0 663 0 27 0 690 

特定施設 587 (29) (94) 0 710 0 0 0 710 

合  計 3,345 74 247 0 3,666 0 27 0 3,693 

※ 整備数値は、竣⼯年度で記載。(  )は第8期において計画され、第9期に整備されるもの  
※ 施設整備は、追って市ホームページで⽰す⽅法により⾏います。 
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V 介護保険料（第１号被保険者） 

１ 介護保険料収納必要額の算定 

（１）標準給付費の⾒込み 

標準給付費は、介護予防給付費、介護給付費、特定⼊所者介護サービス等費、
特定⼊所者介護予防サービス等費、⾼額介護サービス費、⾼額介護予防サービス
費、⾼額医療合算介護サービス費、⾼額医療合算介護予防サービス費、審査⽀払
⼿数料の合計です。「Ⅲ 介護保険サービス」、「Ⅳ 施設整備計画」に基づくサー
ビス量に対するそれぞれの⾒込みは、次のとおりです。 

図表6 - 15 介護予防給付費の推計 単位︓千円 

サービス種類 2024  2025  2026  合計 

①介護予防サービス     
訪問⼊浴介護 6,125 6,542 6,542 19,209 

訪問看護 106,073 109,797 112,997 328,867 

訪問リハビリテーション 13,465 13,881 14,280 41,626 

居宅療養管理指導 18,366 19,072 19,637 57,075 

通所リハビリテーション 159,679 165,521 170,874 496,074 

短期⼊所⽣活介護 19,910 20,727 21,500 62,137 

短期⼊所療養介護 4,589 4,595 4,595 13,779 

福祉⽤具貸与 198,395 205,272 211,736 615,403 

特定福祉⽤具販売 15,618 16,230 16,842 48,690 

住宅改修 70,161 72,513 73,619 216,293 

特定施設⼊居者⽣活介護 36,918 41,023 40,762 118,703 

介護予防⽀援 162,957 168,847 174,102 505,906 

②地域密着型介護予防サービス     

認知症対応型通所介護 0  0  0  0  

⼩規模多機能型居宅介護 6,669 7,414 7,414 21,497 

認知症対応型共同⽣活介護 19,317 25,788 25,788 70,893 

介護予防給付費計（ａ） 838,242 877,222 900,688 2,616,152 
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図表6 - 16 介護給付費の推計 単位︓千円 
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特定施設⼊居者⽣活介護 1,118,674 1,295,929 1,292,994 3,707,597 
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認知症対応型共同⽣活介護 1,987,529  2,194,631  2,194,631  6,376,791  
地域密着型特定施設⼊居者
⽣活介護 

0  0  0  0  

地域密着型介護⽼⼈福祉施
設⼊所者⽣活介護 

1,309,931  1,311,589  1,311,589  3,933,109  
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③施設サービス     

介護⽼⼈福祉施設 3,927,620  4,252,986  4,252,986  12,433,592  

介護⽼⼈保健施設 2,537,826  2,541,037  2,541,037  7,619,900  

介護医療院 307,916  308,305  308,305  924,526  

介護給付費計（ｂ） 24,070,514  25,464,170  26,150,555  75,685,239  
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図表6 - 17 標準給付費の⾒込み 単位︓千円 

区  分 2024 2025 2026 合計 

介護予防給付費計（a） 838,242 877,222 900,688 2,616,152 

介護給付費計（b） 24,070,514  25,464,170  26,150,555  75,685,239  
特定⼊所者介護サービス等費
（予防含む）※1 463,498  482,265  500,593  1,446,356  

⾼額介護サービス費（予防含
む）※2 250,236  260,368  270,263  780,867  

⾼額医療合算介護サービス費
（予防含む）※3 85,170  88,619  91,987  265,776  

審査⽀払⼿数料※4 14,282  14,861  15,425  44,568  

合計（標準給付費）(A) 25,721,942  27,187,504  27,929,511  80,838,957  

※1 市⺠税⾮課税世帯等の要件を満たす介護保険施設⼊所者（短期⼊所を含む）に対し、所得に応じて軽減して設
定された⾷費及び居住費の負担額限度額と、⼀般的な⾷費及び居住費の基準費⽤額の差額を給付 

※2 １か⽉のサービス利⽤に係る負担の合計額が⾼額となり、所得に応じて設定された上限額を超える場合に超過した額
を給付 

※3 医療保険における世帯内で、１年間の医療及び介護両制度における⾃⼰負担額が著しく⾼額となり、⼀定の上限
額を超える場合に、超過した額を給付 

※4 介護サービス提供事業者の費⽤の請求に関する審査及び⽀払に係る⼿数料 
 

標準給付費の⾒込み（2024〜2026年度） 80,838,957,107 円（A） 

※ 端数処理により、合計等で不⼀致が⽣じる箇所があります。 

 

（２）地域⽀援事業費の⾒込み 

第9期計画における地域⽀援事業費は、「Ⅲ 介護保険サービス － ６ 地域⽀援事
業 」で⽰した考え⽅に基づき算定すると、次のとおりです。 

図表6 - 18 地域⽀援事業費の⾒込み 単位︓千円 

区  分 2024 2025 2026 合計 

介護予防・⽇常⽣活⽀援総
合事業費 963,821  1,030,378  1,102,166  3,096,366  

包括的⽀援事業（地域包括
⽀援センターの運営）・任意
事業費 

659,620  666,981  672,027  1,998,628  

包括的⽀援事業（社会保障
充実分） 208,079  208,079  208,079  624,237  

合計（地域⽀援事業費）(B) 1,831,520  1,905,438  1,982,272  5,719,230  

 

地域⽀援事業費の⾒込み 5,719,230,443 円（Ｂ） 

※ 端数処理により、合計等で不⼀致が⽣じる箇所があります。  
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（３）第1号被保険者負担分の⾒込み 

第1号被保険者の負担分は、標準給付費と地域⽀援事業費の23％です。その⾒
込みは、次のとおりです。 

図表6 - 19 第１号被保険者負担分の⾒込み 単位︓千円 

区  分 2024 2025 2026 合   計 

第1号被保険者負担分(C) 6,337,296  6,691,377  6,879,710  19,908,383  

 

第1号被保険者負担分の⾒込み 19,908,383,137 円（Ｃ） 

計算式 （Ｃ）＝［（A）＋（Ｂ）］×23％ 

※ 端数処理により、合計等で不⼀致が⽣じる箇所があります。 
 
 

（４）調整交付⾦相当額との差額の⾒込み 

調整交付⾦相当額との差額とは、標準給付費（総合事業費を含む）の財源とし
て国から交付される調整交付⾦※の標準的な交付額（調整交付⾦相当額）と、本
市への実際の交付額との差額（不⾜額）です。この調整交付⾦相当額との差額は、
第1号被保険者の介護保険料で負担することとなります。 

本市の場合、全国と⽐較して85歳以上の被保険者の割合が低いことや第1号被
保険者の所得段階が⾼いことから、2024〜2026年度は調整交付⾦が交付されな
い⾒込みです。 

 
※ 調整交付⾦︓市町村間の介護保険料基準額の格差を調整するために国が交付する交付⾦。標準的な交

付割合は標準給付費（総合事業費を含む）の5％で、第1号被保険者に占める75〜84歳、
85歳以上の被保険者の割合や第1号被保険者の所得状況により交付割合が決定されます。 

図表6 - 20 調整交付⾦相当額との差額の⾒込み 単位︓千円 

区  分 2024 2025 2026 合   計 

調整交付⾦相当額 1,334,288  1,410,894  1,451,584  4,196,766  

調整交付⾦⾒込み額 
（⾒込み交付割合） 

0 
（0.00％） 

0 
（0.00％） 

0 
（0.00％） 

0 
 

調整交付⾦相当額との差額 
（D） 1,334,288  1,410,894  1,451,584  4,196,766  

 

調整交付⾦相当額との差額の⾒込み 4,196,766,142 円（Ｄ） 

※ 端数処理により、合計等で不⼀致が⽣じる箇所があります。 
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（５）特別給付費の⾒込み 

「Ⅲ 介護保険サービスについて － ５ 特別給付」に基づく、特別給付費（おむ
つ購⼊費の⽀給）の⾒込みは、次のとおりです。なお、財源は全て65歳以上の第
1号被保険者の介護保険料です。 

図表6 - 21 特別給付費の⾒込み 単位︓千円 

区  分 2024 2025 2026 合   計 

特別給付費（E） 129,225  134,457  139,567  403,250  

 

特別給付費の⾒込み 403,249,839 円（Ｅ） 

※ 端数処理により、合計等で不⼀致が⽣じる箇所があります。 

 

（６）財政安定化基⾦拠出⾦の⾒込み 

介護保険制度では、介護保険財政が安定的に運営されるよう、都道府県に財政
安定化基⾦が設置されています。そのため、介護保険料収納率の低下や介護給付
費の増加によって、介護保険財政が⾚字になった場合、財政安定化基⾦から資⾦
の交付、貸付を受けることができます。 

財政安定化基⾦拠出⾦は、財政安定化基⾦の財源として拠出する費⽤です。標
準給付費等の⾒込みに都道府県が定めた拠出率を乗じた額を、第1号被保険者の介
護保険料から拠出します。 

第4期計画以降においては、愛知県が拠出率を0％と定めたため、財政安定化基
⾦拠出⾦の⾒込みはありません。 

図表6 - 22 財政安定化基⾦拠出⾦の⾒込み 単位︓千円 

区  分 2024 2025 2026 合   計 

財政安定化基⾦拠出⾦（F） 0 0 0 0 

 

財政安定化基⾦拠出⾦の⾒込み 0 円（Ｆ） 
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（６）財政安定化基⾦拠出⾦の⾒込み 

介護保険制度では、介護保険財政が安定的に運営されるよう、都道府県に財政
安定化基⾦が設置されています。そのため、介護保険料収納率の低下や介護給付
費の増加によって、介護保険財政が⾚字になった場合、財政安定化基⾦から資⾦
の交付、貸付を受けることができます。 

財政安定化基⾦拠出⾦は、財政安定化基⾦の財源として拠出する費⽤です。標
準給付費等の⾒込みに都道府県が定めた拠出率を乗じた額を、第1号被保険者の介
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図表6 - 22 財政安定化基⾦拠出⾦の⾒込み 単位︓千円 
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（７）介護保険料収納必要額の⾒込み 

以上の結果、第1号被保険者の介護保険料で負担する介護保険料収納必要額（標
準給付費と地域⽀援事業費の23％、調整交付⾦相当額との差額及び特別給付費の
合計）の⾒込みは、次のとおりです。 

図表6 - 23 介護保険料収納必要額の⾒込み 単位︓千円 

区  分 2024 2025 2026 合   計 

介護保険料収納必要額(G) 7,800,810  8,236,728  8,470,861  24,508,399  

 

介護保険料収納必要額の⾒込み 24,508,399,117円（Ｇ） 

計算式 （Ｇ）＝（Ｃ）＋（Ｄ）＋（Ｅ）＋（Ｆ） 
 

※ 端数処理により、合計等で不⼀致が⽣じる箇所があります。 
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２ 介護保険料の算定 

（１）介護保険料の所得段階 

介護保険料は所得に応じた保険料率を設定しています。 
第9期計画では、8期計画に引き続き所得段階を13段階としています。応能負担

の観点から、第9段階以上の保険料率を変更することで基準額上昇を緩和しました。
また、低所得者の保険料を軽減するため、公費の投⼊により、第1段階から第3段
階の保険料率を下げています。 
 

図表6 - 24 介護保険料所得段階  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ その他の合計所得⾦額は合計所得⾦額から年⾦所得額を差し引いた額です。  
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図表6 - 24 介護保険料所得段階  
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図表6 - 25 第9期計画の介護保険料所得段階 
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（2024〜26の合算数） 
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 所得段階別加⼊割合
補正後被保険者数 
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額とその他の合計所得⾦額※の合計が80万円以下  12,759 

第２段階 
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 19,198 

世帯全員が 
市⺠税⾮課税 

本⼈の前年の課税対象年⾦収⼊額とその
他の合計所得⾦額※の合計が80万円超
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第３段階 
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以上200万円未満  58,313 

第８段階 ×1.50 
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※ 保険料率の（ ）内は、公費による所得段階の軽減強化により、保険料基準額に対して被保険者が実際に負担す
る割合です。 

※ その他の合計所得⾦額は合計所得⾦額から年⾦所得額を差し引いた額です。 
※ 端数処理により、合計等で不⼀致が⽣じる箇所があります。 
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（２）介護保険料基準⽉額の算定 

介護保険料収納必要額の⾒込みから13段階の介護保険料所得段階を踏まえて介護保険
料基準⽉額を算定すると、次のとおりとなります。 

図表6 - 26 第９期計画の介護保険料の算定 

介護保険料収納必要額（Ｇ)    （Ｇ）＝（Ｃ）+（Ｄ）+（Ｅ）+（Ｆ） 24,508,399,117円 

（内訳）   

標準給付費⾒込み額（Ａ） 80,838,957,107円  

地域⽀援事業費（Ｂ） 5,719,230,443円  

第１号被保険者負担分（Ｃ） 19,908,383,137円  

（Ｃ）＝［（Ａ）+（Ｂ）］× 23％   

調整交付⾦相当額との差額（Ｄ） 4,196,766,142円  

特別給付費（Ｅ）  403,249,839円  

財政安定化基⾦拠出⾦⾒込み額（Ｆ） 0円  

介護保険料収納率 ① 99.40 ％ 

所得段階別加⼊割合補正後被保険者数 ② 339,569 ⼈ 
 

 

介護保険料・年額（Ｊ）           （Ｊ）＝（Ｇ)÷ ① ÷ ② 72,611円 

介護保険料・⽉額（Ｋ）            （Ｋ）＝（Ｊ）÷12⽉ 6,051円 

※ (A)〜(Ｇ)については「Ⅴ 介護保険料－１ 介護保険料収納必要額の算定」、②については前ページを参照 
 
 

介護給付費準備基⾦の取崩し前の介護保険料基準⽉額 6,051円 

  

（３）介護給付費準備基⾦の取崩し 

介護給付費準備基⾦は、第1号被保険者の介護保険料の剰余⾦を積み⽴てたもの
で、介護保険財政の安定した運営を図るための基⾦です。 

2023年度末の介護給付費準備基⾦の残⾼⾒込みは、約42億円です。この基⾦
を取り崩すことにより、第9期計画の介護保険料基準⽉額を抑えることができます。 
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そこで、介護保険料を最終的に決定するに当たり、介護保険料の抑制と第10期
計画以降の介護保険財政の安定した運営を考慮し、介護給付費準備基⾦を3年間に
わたって次のとおり取り崩すこととしました。これにより第9期の第1号被保険者
の介護保険料基準⽉額は、751円軽減されます。 

 

第9期期間中の介護給付費準備基⾦の取崩額  3,040,000,000円 

 
 

（４）第9期計画の介護保険料基準⽉額 

「(２)介護保険料基準⽉額の算定」「(３)介護給付費準備基⾦の取崩し」の結果
を踏まえ、第9期計画の第1号被保険者の介護保険料基準⽉額を5,300円とします。 

 

 

介護給付費準備基⾦の取崩し前 介護保険料基準⽉額 6,051円 
 

介護給付費準備基⾦の取崩し後 介護保険料基準⽉額 5,300円 

 

なお、13段階の介護保険料（⽉額・年額）は次のとおりとなります。 

図表6 - 27 第9期計画の第１号被保険者の介護保険料（介護給付費準備基⾦取崩後、⽉額・年額） 

所得段階 保険料率 介護保険料⽉額 介護保険料年額 

第１段階 0.29 1,537 18,444 

第２段階 0.50 2,650 31,800 

第３段階 0.68 3,604 43,248 

第４段階 0.85  4,505 54,060 

第５段階 1.00  5,300 63,600 ← 基準額 

第６段階 1.10  5,830 69,960 

第７段階 1.25  6,625 79,500 

第８段階 1.50  7,950 95,400 

第９段階 1.80  9,540 114,480 

第10段階 2.05  10,865 130,380 

第11段階 2.15  11,395 136,740 

第12段階 2.30  12,190 146,280 

第13段階 2.55  13,515 162,180   
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（５）総括表（第9期計画期間中の介護保険料収納必要額と介護保険料） 

第9期計画の第1号被保険者の介護保険料基準⽉額の算定に係る介護保険料収納
必要額とその内訳は、次のとおりとなります。 

 

図表6 - 28 介護保険料基準⽉額（介護給付費準備基⾦取崩後）の算定 単位︓円 

 2024 2025 2026 合   計 

標準給付費⾒込み額 (A) 25,721,942,071 27,187,504,109 27,929,510,927 80,838,957,107 

地域⽀援事業費     (B) 1,831,520,033 1,905,438,278 1,982,272,132 5,719,230,443 

第１号被保険者負担分(C) 6,337,296,284 6,691,376,749 6,879,710,104 19,908,383,137 

調整交付⾦相当額   (D1) 1,334,288,160 1,410,894,118 1,451,583,864 4,196,766,142 

調整交付⾦⾒込み交付 
割合       ③ 0.00% 0.00% 0.00%  

 
後期⾼齢者加⼊割合 
補正係数   ④ 

1.1460 1.1265 1.1083  

 
所得段階別加⼊割合 
補正係数   ⑤ 

1.1056 1.1056 1.1056  

調整交付⾦⾒込み額 (D2) 0 0 0 0 

調整交付⾦相当額との 
差額             (D) 1,334,288,160 1,410,894,118 1,451,583,864 4,196,766,142 

特別給付費       (E) 129,225,069 134,457,411 139,567,359 403,249,839 

財政安定化基⾦拠出⾦ 
⾒込み額          (F) 0 0 0 0 

介護保険料収納必要額 (G) 7,800,809,512 8,236,728,278 8,470,861,326 24,508,399,117 

財政安定化基⾦取崩額 
       (H) 0 0 0 0 

介護給付費準備基⾦ 
取崩額           (I) 3,040,000,000 

介護保険料収納率    ① 99.40% 

被保険者数（補正後）② 339,569⼈ 

介護保険料基準⽉額 5,300 

 

○第１号被保険者負担分（C） ＝［(A)＋(B)］×［23％］ 
○調整交付⾦相当額（D1）  ＝［（A︓総合事業を含む）］×［5％］ 
○調整交付⾦⾒込み交付割合③ ＝［28％］－［23％×④×⑤］（0を下回る場合は0） 
○調整交付⾦⾒込み額（D2）  ＝［（A）］× ③ 
○調整交付⾦相当額との差額（D）＝ (D1) － (D2) 
○介護保険料収納必要額(G)  ＝（C）＋ (D) ＋（E）＋ (F)   
○介護保険料基準⽉額    ＝［(G)－(H)－(I) ］÷ ① ÷ ② ÷ 12 
※ 端数処理により計算に不⼀致が⽣じる箇所があります。  
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（６）介護保険料の中⻑期推計 

第9期計画では、中⻑期を⾒据えた施策を検討するため、2023年度時点で2030
年度・2050年度の介護保険料基準⽉額を算定しています。 

図表6 - 29 2030年度、2050年度の介護保険料の算定（参考値） 単位︓円 

 2030（第11期） 2050（第17期） 

標準給付費⾒込み額    (A) 32,559,545,726  41,023,591,491  

地域⽀援事業費        (B) 2,018,796,065  2,143,755,626  

第１号被保険者負担分  (C) 8,298,802,030  12,086,857,193  

調整交付⾦相当額との差額 
                (D) 1,262,819,381  1,323,744,174  

特別給付費           (E) 163,434,180  201,422,205  

財政安定化基⾦拠出⾦ 
⾒込み額             (F) 0 0 

介護保険料収納必要額   (G) 9,725,055,591  13,612,023,571  

財政安定化基⾦取崩額  (H) 0 0 

介護給付費準備基⾦取崩額 (I) 0 0 

介護保険料収納率     ① 99.40% 99.40% 

被保険者数（補正後）  ② 118,056⼈ 136,305⼈ 

介護保険料基準⽉額 6,906※ 8,372※ 

    ※介護給付費準備基⾦の取崩しによる調整前の⾦額 
 

図表6 - 30 豊⽥市の介護保険料・介護給付費の実績と将来推計 
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VI 効果的な介護保険事業運営に向けて 

施策１ 安⼼して⽣活するために 

介護が必要となっても安⼼して⽣活するために、介護サービスを利⽤する⽅へ
の⽀援を⾏います。 

 
■低所得者等への⽀援  ----------------------------------------------------------------------------------    

①低所得者利⽤⽀援事業  

低所得者への介護保険サービス等の利⽤⽀援として、訪問介護、通所介護、
短期⼊所⽣活介護等の利⽤に対して⾃⼰負担額の2割を助成します。 

②受領委任制度  

特定福祉⽤具販売や住宅改修等の介護保険サービスは、本来、利⽤時に全
額負担し、後から所得に応じて7〜9割分が返還されますが、利⽤限度額の範
囲内に限り、1〜3割分の⾃⼰負担額で利⽤できます。 

③社会福祉法⼈等による利⽤者負担軽減事業  

特に⽣計の維持が困難な低所得者及び⽣活保護受給者の負担を軽減するこ
とを⽬的として、社会福祉法⼈等が提供を⾏う介護保険サービス等を利⽤す
る際の⾃⼰負担の軽減（⾃⼰負担額の4分の1。ただし⽼齢福祉年⾦受給者は
2分の1、⽣活保護受給者は個室の居住費のみ。）を⾏います。減額した額に
応じて、その⼀部を豊⽥市が社会福祉法⼈等に助成します。 

④介護保険料・利⽤者負担額の減免  

⼀時的な負担能⼒の低下⼜は恒常的に負担能⼒が乏しい被保険者、⾃然災
害により被害を受けた⼈等を対象に、介護保険料を減免します。 

また、介護サービス費等の利⽤者負担額の⽀払いが困難になった認定者等
を対象に、利⽤者負担額の減免を⾏います。 

 
担 当 課︓ 介護保険課 

  

■介護サービス利⽤者への⽀援  --------------------------------------------------------------------    

①介護サービス相談員派遣事業  

介護保険サービスの利⽤者の不安・不満解消と事業者が提供するサービス
の質の向上を⽬的として、施設・居住系サービスに介護サービス相談員を派
遣します。 
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施策２ 適切な事業運営に向けて 

市は介護給付適正化事業（主要3事業）により、介護給付を必要とする被保険者
を適切に認定したうえで、被保険者に必要なサービスが、提供されるように促し
ていきます。 

また、介護サービス事業所への運営指導や講習会を通じ、適切なサービス提供
体制を担保します。 

 
■介護給付適正化  ----------------------------------------------------------------------------------------    

①要介護認定の適正化  

市職員が認定調査票記載内容の点検・確認を⾏い、⼀次判定の適正化を図
るとともに、認定調査項⽬判断基準の定期的な⾒直し及び認定調査委託事業
者への指導を通して認定調査の質の維持・向上に取り組みます。 

また、介護認定審査会における公平かつ適正な審査判定を徹底するため、
審査判定⼿順及び基準が各合議体で共有・遵守されるための研修を実施しま
す。 

さらに、審査会開催に先⽴ち、全ての審査会委員に事前審査を⾏っていた
だくことで判定根拠を明確にするとともに、各合議体の審査判定傾向を分
析・把握し、審査判定の平準化を図ります。 

②ケアプラン等の点検  

事業所の介護⽀援専⾨員等に対し、利⽤者の居宅サービス計画等が、その
⼈の⼼⾝・家庭環境等を考慮した適切なものとなっているかを確認します。 

また、福祉⽤具や住宅改修の利⽤者を訪問し、利⽤者にとって必要な⽤具
が提供されたか、適切な⼯事内容が実施されたかどうかを確認します。 

さらに、必要に応じ、リハビリ専⾨職と連携して点検が実施できるような
体制づくりを推進します。 

③医療情報等との突合・縦覧点検  

介護保険給付と医療保険給付の重複受給の確認、介護保険給付内の重複受
給及び算定回数が正しいかを確認します。 

 

担 当 課︓ 
①③介護保険課 
②総務監査課、介護保険課 
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指標 
⽬標 

2024 2025 2026 

① 要介

護認定の

適正化 

更新認定点検割合（％） 100 100 100 

変更認定点検割合（％） 100 100 100 

Ｅラーニングシステムにおける全国テストの受講割合（％） 100 100 100 

② ケアプ

ラン等の点

検 

ケアプ

ラン 

抽出事

業所 

ケアマネジャーが1⼈ 対象事業所の100％ 

特定事業所加算を算定していない 対象事業所の100％ 

特定事業所集中減算を算定している 対象事業所の100％ 

限度額⼀定割合超 対象事業所の100％ 

抽出ケア

プラン 
認定調査状況不⼀致 1件以上 1件以上 1件以上 

訪問介護⼀定割合超 1件以上 1件以上 1件以上 

住宅改修等実績

確認割合（％） 
住宅改修 15 15 15 

福祉⽤具 15 15 15 

③ 医療情報 
突合⽉数（⽉） 12 12 12 

縦覧点検（種類） 4 4 4 

縦覧点検（⽉） 12 12 12 
 

 
■介護サービス事業所への指導  --------------------------------------------------------------------    

介護サービス事業所への運営指導（訪問による記録の確認等）や講習会を通
じて適切なサービス提供がされるよう指導します。 

 
担 当 課︓ 総務監査課、介護保険課 

 

指標 ⽬標 
2024  2025  2026  

事業所への指導等実施率（％） 16.6 16.6 16.6 
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■介護サービス事業所への指導  --------------------------------------------------------------------    

介護サービス事業所への運営指導（訪問による記録の確認等）や講習会を通
じて適切なサービス提供がされるよう指導します。 

 
担 当 課︓ 総務監査課、介護保険課 

 

指標 ⽬標 
2024  2025  2026  

事業所への指導等実施率（％） 16.6 16.6 16.6 
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